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議
案
第
首
1
号

観
点
の
特
殊
勤
務
手
当
に
鞠
す
る
条
例
Q
 
I
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
ヵ
敬
具
の
特
殊
勤
務
手
当
だ
関
す
る
条
例
の
蒜
を
改
′
正
す
る
こ
と
陀
つ
い
て
･
地

方
自
治
畠
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
警
ハ
十
七
号
)
窮
九
十
六
条
讐
弟
の
規
定
に
上
i
,
本
義
会

の
議
決
を
求
め
る
｡

昭
和
四
十
五
年
九
月
十
七
日

三

朝

町

長

　

　

坂

　

　

出

　

　

兼

　

　

巳

寒
冷
皇
+
九
貝
毒
四
日
庶
壌
可
決

三
朝
町
議
会
轟
長
牧
田
禎
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I

ニー

鞍
点
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
阜
改
正
す
る
条
例

我
見
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
サ
ム
条
例
(
昭
勅
三
十
<
年
三
朝
町
条
例
第
二
十
六
号
)
の
1

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

弟
三
条
(
見
出
し
を
含
む
｡
)
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(
町
税
事
務
聴
負
の
特
殊
勤
務
手
当
)

薪
三
条
　
町
税
事
務
戟
負
の
特
殊
勤
務
手
当
は
､
町
税
革
帯
を
所
管
す
る
課
の
警
貝
が
'
町
税

の
妖
艶
(
評
価
事
務
を
含
む
｡
)
又
は
日
収
事
務
に
従
事
し
た
と
き
に
文
学
す
る
0

2
　
前
項
の
手
当
の
額
は
､
当
鼓
職
員
讐
実
け
る
給
料
月
額
竺
日
分
の
云
繁
栄
じ
て
得
た
取
と

す
る
｡

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

許
四
条
　
削
除

弟
五
条
に
次
の
l
攻
を
加
え
る
｡
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･
～
　
前
項
の
手
当
の
敬
誓
従
事
L
t
空
目
に
つ
き
三
首
円
と
す
る
｡

爵
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

第
六
条
　
削
除

簾
九
条
窮
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

2
　
軌
項
の
手
当
の
板
は
､
勤
務
一
月
に
つ
き
二
盲
円
と
す
･
る
｡

附

　

　

　

則

と
の
条
例
は
'
昭
和
四
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
｡
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